
 

 

 

請願・陳情について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝塚市議会事務局 
  



市政について意見や要望があるときは、市議会に請願や陳情をすることができます。 

請願・陳情は市民に限らず、国籍、個人、法人（団体）の別なく提出することが可能です。 

提出された請願や陳情は、市議会において審査されます。 

 なお、議員の紹介のあるものを「請願」、ないものを「陳情」として取り扱います。 

 

◆提出の手続きは 

請願書・陳情書の作成には、日本語を用い、宛先を宝塚市議会議長とし、件名・趣旨・項目、提出年月

日、請願者・陳情者の住所（法人の場合はその所在地及び名称）を記載し、請願者・陳情者（法人の場合

は代表者）が署名（または記名押印）して宝塚市議会事務局へ提出してください。請願書を提出する場合

には、提出までに紹介議員（１名以上）の署名又は記名押印が必要です。なお、オンラインで提出する場

合は、上記の署名または押印は不要となり、添付する書類への記名のみで提出できます。 

必要事項が記載されていれば様式は自由です。参考に記載例を下記に表示しています。 

 また、参考様式は市議会ホームページからもダウンロードできますのでご利用ください。 

 

（記載例・請願）             （記載例・陳情） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請願者・陳情者の住所、氏名等は、会議録などでは原則非公開に努めていますが、本来は公開可能な情

報です。また、一般に公開される会議で取り扱うため、本会議のインターネット中継など第三者に知られ

る可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 

なお、積極的に公開することを希望される場合は、事前に申し出てください。 

 

署名簿がある場合は添付して提出してください。 

署名簿に請願・陳情の内容が記載されていないものは、受け付けできません。 

また、署名簿のうち、住所、氏名（署名または記名押印）のいずれかがない場合は、請願書・陳情書に

含めません。 

○○についての請願 
 
           ○○○○年○月○日 
 
（あて先） 
宝塚市議会議長 
 
         （請願者） 
          住所 
          団体名 
          氏名         
 

（紹介議員） 
氏名 

 
請願の趣旨 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
請願の項目 
１ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
２ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○についての陳情 
 
           ○○○○年○月○日 
 
（あて先） 
宝塚市議会議長 
 
         （陳情者） 
          住所 
          団体名 
          氏名         
 

 
 

 
陳情の趣旨 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
陳情の項目 
１ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
２ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 



連絡事項が発生した場合のため、提出者の連絡先（電話番号）を伺います。 

１つの請願書・陳情書で取り扱う趣旨は１つの事項のみとし、趣旨が異なる事項については、別の請願

書・陳情書で提出してください。 

なお、請願・陳情に関する資料の提出は受け付けていませんので、請願書・陳情書のみで内容が理解で

きるものとしてください。 

 

◆提出の方法は 

請願書 

  ①書面で提出 

   紹介議員の署名または記名押印のある請願書を、市役所の議会事務局までご持参ください。 

  ②紹介議員へ電子メールで提出（オンラインでの提出） 

   請願者から紹介議員へ電子メールで提出ください。紹介議員から議会事務局へ提出されます。 

   紹介議員のメールアドレスは、承諾を得る際に紹介議員へご確認ください。 

③兵庫県電子申請共同運営システムで提出（オンラインでの提出） 

   システムに必要事項を入力し請願書を添付の上、提出してください。 

   提出後に紹介議員へ紹介行為の確認を行います。 

 

 陳情書    

  ①書面で提出 

   陳情書を、市役所の議会事務局までご持参ください。 

  ②郵送または兵庫県電子申請共同運営システムで提出 

   郵送または兵庫県電子申請共同運営システムで提出された場合、原則として議長供覧にとどめて

いるため、審査は行われません。 

 

 

※兵庫県電子申請共同運営システムへは、こちらから→ 

 

◆提出の期限は 

請願・陳情は、年４回開催される市議会定例会で審査されます。市役所開庁日の午前９時から午後５時

３０分までならいつでも提出できますが、提出時期により審査される定例会が異なります。直近の定例会

での審査を希望される場合は、事前に議会事務局へお問い合わせください。 

 

◆受理された請願書・陳情書は 

提出いただいた請願書・陳情書は、必要な記載事項の有無等を確認し受理します。 

受理した請願書・陳情書は、市議会の統一した書式に転記し、全議員に配付します。 

 



◆審査の取り扱いは 

①請願の審査 

請願の審査は、本会議の場で所管する委員会に付託されます。 

委員会では、その内容が妥当で施策に反映することが適当と判断した場合には「採択」、適当でない

と判断した場合には「不採択」とします。委員長は、その後に開催される本会議において委員会での審

査結果を報告し、本会議での最終の適否を議決します。 

議会は、本会議で採択した請願を、市長等関係機関に送付するとともに、その後の取組経過や結果に

ついて説明を求め、その実現を要望します。 

 

 ②陳情の審査 

陳情の審査は、議会運営委員会において取り扱いが協議され、所管の委員会が決定されます。所管委

員会で審査の上、採択又は不採択等を決定し、その意思を示すにとどめています。本会議での報告や議

決を行わず、市長等関係機関への送付も行っていません。委員会で審査される陳情は、原則市議会（議

会事務局）に持参されたものとし、郵送またはオンラインでの提出の場合は、議長の閲覧にとどめてい

ます。 

 

請願や陳情の審査結果は、請願者・陳情者に郵送で通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆請願者の口頭陳述について 

請願書の提出者（代表者又は代表者に代わる方）は、請願を審査する委員会の場において、口頭陳述を

行うことができます。 

口頭陳述とは、審査の前に請願の趣旨の補足説明等を行うものです。（時間は５分程度です。）請願書を

受理する際に、口頭陳述の希望の有無を確認します。口頭陳述を希望される場合は、事前に申し出てくだ

さい。 

 

口頭陳述ができるのは、提出者の代表者又は代表者に代わる方１名とします。 

口頭陳述は、請願が審査される委員会の請願審査冒頭部分で行います。請願審査の開始時間は委員会当

日の進捗状況により異なるため、確定できません。また、口頭陳述の際に委員会室におられない場合は、



口頭陳述はできません。あらかじめご了承ください。 

口頭陳述終了後は、引き続き請願審査を傍聴することができます。途中退出も可能です。 

 

委員会審査には説明員（市の執行部職員）が同席するほか、一般傍聴人の傍聴を許可しています。委員

会での発言内容は、インターネット中継、録画配信及び会議録への記録が行われ、市議会ホームページ等

で公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

※ご不明な点や詳細については下記へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年（2024年）6月 

宝塚市議会事務局 議事調査課（宝塚市庁舎４階） 

〒６６５－８６６５ 宝塚市東洋町１番１号 

TEL ０７９７－７７－２１６８ 

FAX ０７９７－７４－６９０２ 

ホームページアドレス 

http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/gikai/index.html 


